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最高裁人任-E第000029号

平成21年1月7日

内閣総理大臣麻生太郎殿

最高裁判所長官竹崎博 允

L

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

てなお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 平成21年1月16日）
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判事補任命資格調 （平成21年’月’6日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 伊藤聡志 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 小口五大 26 〃 〃

‐

〃 勝岡智史 26 〃 〃

〃 北村久美 32 〃 〃

〃 ． 沓掛遼介 25 〃 〃

。

〃 志田健太郎 28 〃 〃

〃 住田知也 25 〃 〃

〃 多田澄江 28 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日)

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 棚橋知子 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 谷本奈央 32 〃 〃

〃 中村八重 28 〃 〃

〃 原田佳那子 27 〃 〃

ﾉノ 溝渕章展 27 〃 〃

〃

●

蜷川省吾 26 〃 〃

〃 味元厚二郎 26 〃 〃

〃 山下浩之 26 〃 〃
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判事補任命資格調 (平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 吉田 京 子 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

横浜地判事補 久保貴紀 28 〃 〃

口

〃 多田雅子 26 〃 〃

〃 林 直弘 29 〃 〃

〃 水木 淳 26 〃 〃

』

さいたま地判事補 井田大輔 25 〃 〃

ヤ

〃 渡辺麻由 28 〃 〃

〃 廣瀬仁貴 28 〃 〃
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恩

判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

千葉地判事補． 飯島英貴 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 土倉健太 30 〃 〃

〃 西澤恵理 27 〃 ． 〃

〃 三田村つかさ 26 〃 〃

水戸地判事補 蓮江美佳 26 〃 〃

〃 古川善敬 26 〃 〃

宇都宮地判事補 新村晃 一 25 〃 〃

前橋地判事補 大友真紀子 27 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

静岡地判事補 武見敬太郎 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

甲府地判事補 伊賀和幸 26 〃 〃

｡｡

長野地判事補 北澤眞穗子 28 〃 〃

新潟地判事補 瀬沼美貴 25 〃 〃

大阪地判事補 石間大輔 27 〃 〃

』

〃 泉地賢治 29 〃 〃

1

〃 井上善樹 27 〃 〃

〃 北川 瞬 27 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 佐川真也 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 野口晶寛 25 〃 〃

〃 林田敏幸 26 〃 〃

〃 前田
■ 二

品 利 27 〃 〃

〃 前田早紀子 26 〃 〃

京都地判事補 碩 水音 28 〃 〃

〃
一

損 取謙治 26 〃 〃

〃 西脇真由子 26 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

神戸地判事補 織川逸平 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 村井美喜子 25 〃 〃

？、

〃 藪田貴史 27 〃 〃

奈良地判事補 岩佐圭祐 26 〃 〃

大津地判事補 中出暁子 27 〃 〃

和歌山地判事補 田中
一 孝 25 〃 〃

1

名古屋地判事補 阿久津見房 28 〃 〃

〃 三田陣太郎 26 〃 〃
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）

判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 山口雅裕 26

司法修習生
の修習を終
えた者．

裁判所法第4
3条

〃 渡邉裕美 33 〃 〃

福井地判事補 櫻井真理子 35 〃 〃

金沢地判事補 南 うらら 25 〃 〃

広島地判事補 小川 敦 30 〃 〃

山口地判事補 阿波野右起 30 〃 〃

福岡地判事補 久屋愛理 29 〃 〃

〃 柴田 大 26 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現． 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

福岡地判事補 高櫻慎平 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

佐賀地判事補 日 向輝彦 27 〃 〃

？

大分地判事補 嶋田真紀 29 〃 〃

鹿児島地判事補 田中いゑ奈 28 〃 〃

仙台地判事補 市野井哲也 26 〃 〃

4

山形地判事補 吉野内庸子 28 〃 〃

W

秋田地判事補 長谷川健太郎 29 〃 〃

札幌地判事補 鷺坂計知 26 〃 〃
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判事補任命資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 佐藤 薫 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

函館地判事補 安井龍明 30 〃 〃

松山地判事補 藤原未知 26 〃 〃



最高裁人任-E第000030号

平成21年1月7日

内閣総理大臣麻生太郎殿

最高裁判所長官竹

判事補に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。 （

ひら や噸 しゅんすけ

平山俊輔

(発令希望日 平成21年1月16日）

（



判事補任命 資格調 （平成21年1月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

高知地判事補 平山俊輔 26 司法修習生の修
習を終えた者

裁判所法第43
条

●


